
令和 4 年度税制改正のポイント 
「消費税」 
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の見直し 
(1) 免税事業者の「適格請求書発⾏事業者」の登録における経過措置の延⻑ 

免税事業者が令和５年１０月１日の属する期間中に「適格請求書発⾏事業者」の登録申請を受ける場
合に、その登録の日から適格請求書発⾏事業者となることができる経過措置が、令和１１年９月３０
日までの日の属する課税期間中まで延⻑されます。これにより、期や年の途中から課税事業者になれ
る期間が拡大されます。 
改正前 令和５年１０月１日の属する課税期間中に登録申請 
改正後 令和５年１０月１日〜令和１１年９月３０日までの日の属する課税期間中に登録申請 

(2) その他の見直し 
①仕入明細書等による仕入税額控除について 

仕入明細書等による仕入れ税額控除は、その課税仕入れが譲渡側において課税資産の譲渡等に該
当する場合に限ってのみ、仕入明細書等による仕入税額控除を⾏うことができます。 

②区分記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合について 
適格請求書発⾏者以外の者(免税事業者)から、区分記載請求書の記載事項にかかる電子データを
受け取った場合に、免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置が受けられ
るようになります。 

「法人税」 
 交際費の損⾦算入の特例の２年延⻑ 
  中小企業の交際費について①８００万円まで全額損⾦算入できる特例及び②接待飲食費の５０％相

当額を損⾦参入できる特例が２年延⻑されます。(①、②のいずれかを選択適用) 
    適用 令和６年３月３１日までに開始する事業年度に延⻑ 
 
「法人税・所得税・消費税」 
 帳簿の提出がない場合の加算税のペナルティー(加重措置) 
   税務調査後の修正申告等では無申告加算税等が付加されますが、次の場合は加重措置があります。 

事由 加重割合 
・税務署職員に帳簿等を提示・提出をしなかった 
・提示・提出した帳簿に売上又は収入の⾦額の 1/2 以上が記載されていない  

 
10％ 

・提示・提出した帳簿に売上又は収入の⾦額の 1/3 以上が記載されていない  5％ 
適用 令和６年１月１日以後に法定申告期限が到来する国税から 
 
「法人税・所得税」    
 仮装・隠ぺい・無申告への厳しい対応 
  仮装・隠ぺいがある申告書の提出または無申告を指摘された納税者が、それまで申告していなった

簿外経費を申し出ることがありますが、このような“後だし経費”について、以下の場合を除いて、そ



の費用は損⾦不算入とされます。 
① 帳簿書類等で取引が確認される場合 
② 税務署の反面調査で取引きが確認される場合 
適用 令和５年１月１日以後に開始する法人税・令和５年分以後の所得税 
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